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「地域台帳」～市が地区支援班に貸出・提供する書類～ 

 「台帳」とは？ 

・地域台帳等……地域台帳及び台帳の一覧表（『宇都宮市災害時援護希望者一覧表』⇒台

帳から，『氏名』・『住所』・『避難支援者』など安否確認・避難誘導等に

必要な個人情報を抜粋したもの）その他必要に応じて地区支援班に提供

する資料の総称のことをいいます。 

・台帳……………『災害時援護希望申込書（兼台帳）』をいいます。 
・地域台帳………地区支援班で使用するため，台帳を複製（コピー）したものをいいます。

 
 

 

 

 

 

 

 

災害時援護希望申込書（兼台帳） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.１【表 面】 図.２【裏 面】

図.３ 宇都宮市災害時援護希望者一覧表 
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１ 台帳の貸し出しについて 

 

  『災害時援護希望申込書（兼台帳）』の裏面（地域記入欄）を記入して 
いただくために，申込書の原本を，地区支援班に貸し出しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③「台帳」に基づき「一覧表」を作成【市】 

④市から地区支援班へ，「台帳」と「一覧表」を貸出【市⇒地区支援班】 

 

地区支援班の手引き

Ｐ．４より 

宇都宮市 

図.４【表 面】

地区支援班 

 

  

 
地区支援班へ貸し出しするもの 

◆台帳 

 申込書の原本をお渡しします。 

表面は記入されており，地区支援班には裏面を記入していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.５【表 面】 図.６【裏 面】
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◆一覧表 

 一覧表では，「氏名」「フリガナ」「住所」を記載し，町名別かつ地番順に並び

替えたものをお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.７ 

 

 

 

 

 

台帳等の管理・取扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
●台帳等が紛失や盗難に遭った場合，直ちに市に連絡し，指示に従ってください。

３．事故発生時の対応 

 

●市から貸与された情報の紙媒体及びデジタルデータでの複写，複製は禁止され

ています。 

２．複写・複製の禁止 

１．日常の管理方法 

●紛失，盗難防止や個人情報の流出防止のため，施錠可能な環境等，安全な場所

に保管してください。 
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２ 要援護者宅への訪問について 

 

  台帳の裏面（地域記入欄）にある，災害が起こったときの「避難支援者」 

「地区避難所」を決めていただくため，要援護者宅へ訪問していただきます。 

   

 

 ⑤地区支援班の方による要援護者宅訪問【地区支援班】 

 ⑥避難支援者の選任【地区支援班】 

 ⑦避難所の選定【地区支援班】 

 
 

地区支援班の手引き 
Ｐ．４ より 

 
 
 
  １．要援護者に登録意志を再確認する。 

  ２．避難支援者を誰にするか決める。 

  ３．どこに避難するか，避難所を決める。 

 
 
 
 

地区支援班で要援護者宅へ訪問する前に，市では，要援護者の方へ「お宅

訪問について協力のお願い」を送付します。 
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要援護者への通知 

行っていただくこと 

図.８【表 面】 図.９【裏 面】



 

 

 

要援護者が記入する場所を誤っていたり，記入が十分でないものがある

ため，台帳に記載してある内容を確認してください。 

気が付いた範囲で，訪問時に要援護者に確認し，修正等の対応をお願い

いたします。 

 

◆台帳表面（申請者記入欄） 

 

 項目 対応 

①押印無し 要援護者から押印をもらう。 

②緊急時連絡先未記入 要援護者に連絡先を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.１０【表 面】

② ①

訪問したときに 
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◆台帳裏面（地域記入欄） 

（１）「避難支援者」欄 

 
項目 対応 

①避難支援者がすでに記入されたもの 要援護者及び避難支援者に確認する。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

（２）「地区避難所」（地区福祉避難所）欄 

 
項目 対応 

②避難所がすでに記入されたもの 要援護者に避難所を確認する。※ 
 
 

 
（３）「単位自治会名」欄 

 
項目 対応 

③単位自治会がすでに記入されたもの 要援護者に自治会名を確認する。※ 

図.１１【表 面】

① 

②

③ 

※通常，裏面は白紙です。

 

 

  ※変更する場合は，誤記を二重線で抹消した上で正しい事項を空いているスペースへ 

   記載してください。 
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３ 「台帳」の裏面（地域記入欄）の記入について 

 

  要援護者宅へ訪問して決めていただいた，避難支援者や地区避難所を台帳

裏面の地域記入欄に記入していただきます。 

 

 

 ⑧「台帳」の裏面（地域記入欄）への記入【地区支援班，避難支援者】 

 

地区支援班の手引き 
Ｐ．４より 

 

 

 
記入する項目 

 

    ◆避難支援者が記入する項目 

     ・避難支援者欄（避難支援者本人が署名します） 

    

 ◆地区支援班が記入する項目 

     ・「避難支援者」欄以外の各欄 

     （「地区避難所」，「単位自治会名」，  

紙面中段の余白欄（必要に応じて）） 

 

図.１２

記入不要

地区支援班が記入

避難支援者が自書 
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避難支援者の記載について 

 

  避難支援者としての対応が，個人か組織かで，記載方法が異なります。 

 

 

 

    避難支援者が個人の場合 ⇒ 「避難支援者」欄に記入 

 

    避難支援者が組織の場合 ⇒  中段の余白欄に記入 

 

 

 

 

 避難支援者が個人の場合 避難支援者が組織の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.１４図.１３ 
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４ 「台帳」の点検・確認について 

 

   地域記入欄の記入が終わったら，内容に記入漏れがないか確認し，最終 

的に地区支援班の代表者に提出してください。 

   地区支援班の代表者は，一覧表に基づき，回収漏れや記入漏れがないか 

   点検します。 

 

 

  ⑨「台帳」の回収漏れや記入漏れなどを点検・確認【地区支援班】 

   

地区支援班の手引き

Ｐ．４より 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.１５避難支援者が個人の場合 

避難支援者の氏名・住所・電話番号の記載確認

地区避難所の記載確認 

単位自治会名・単位自治会班の記載 

避難支援者を自治会等の班対応する場合，余白欄に記載

図.１６避難支援者が組織の場合 
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５ 「台帳」と「一覧表」の返却について 

 

   回収漏れ，記入漏れを点検した後，地区支援班の代表者がとりまとめの   

   上，市へ返却します。 

 

宇都宮市 

図.１７  

 

 

地区支援班  

 

 

 

 

 

 

⑩地区支援班から市へ，「台帳」と「一覧表」を返却【地区支援班⇒市】 

 

地区支援班の手引き

Ｐ．４より 

 

 

 

 

 

市へ返すもの 

◆地区支援班へお渡ししたものすべて 

（一覧表，台帳） 

 

 

 

 
台帳の返却にあたっての留意点 

 

 ①台帳の回収方法について 

⇒個人情報の漏えいを防ぐため，当事者間（代表者等と班員）で直接受

け渡しするようにしてください。 

 

②台帳の記入漏れがあった場合の対応について 

⇒記入者（班員）に確認し，訂正を行うようにしてください。 
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要援護者の特性 

   要援護者宅の訪問にあたっては，訪問の目的や制度の内容などをはっき 

り伝えて，要援護者等の理解を得てから話をしていただく（地区支援班 

の手引きＰ．６参照）ほか，要援護者の特性に配慮した対応を心がける 

必要があります。 

 

 

Ⅰ 要援護者全般への接し方 

 

・むやみに大きな声で話したりしないなど，相手のプライバシーを最大限配

慮する対応に努めてください。 

・言葉が聞き取りにくい人も，自分の意思を伝えようとしていますので，繰

り返しよく聞いて，理解するよう努めてください。 

・本人が理解するため，本人の理解の程度に合わせてやさしく繰り返し説明

してください。 

 

 

Ⅱ 肢体不自由者への接し方 

 

 ・応対する場合は，同伴者（介助者）がいても障がい者ご本人に直接話しか

けていただき，ご本人の意思を確かめるようにしてください。 

・車いす利用者などの障がい者は目線が低く，相手が立った姿勢で話しをす

ると見上げる状態になり，疲労を感じます。話しをする場合は，身をかが

めて障がい者と目線を合わせて話すように努めてください。 

 

 

Ⅲ 視覚障がい者への接し方 

 

 ・書類にサインなどをする場合、必要な項目の代筆をお願いすることもあり

ます。 
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Ⅳ 聴覚障がい者への接し方 

 

・聴覚障がいは，外見上判別しにくいことから，障がいがあることに気づい

てもらえず誤解が生じやすい障がいです。したがって，以下のことに配慮

ください。 

 

  ①相手と 1 メートルくらいの距離で話すことが適切です。 

 ②大き過ぎずはっきりとした声で，文節を区切ってお話しください。 

 ③相手に正面を向いて，顔（口）の動きが見えるようにお話しください。 

 

・上記の工夫でも聞こえない場合は，文字や絵を書く「筆談」によってコミ

ュニケーションを図ってください。 

 

 

 

Ⅴ 知的障がい者への接し方 

 

難しい言葉で話しかけられたり，話が早過ぎたりすると理解することが難

しかったり，一度に複数の指示を与えると混乱してしまうことがあります。

したがって，以下のことに配慮ください。 

 

 ①障がい者本人にとって分かりやすい言葉で，本人に合わせた話し方に努め

てください。 

 ②２つ以上の事柄を同時に説明すると混乱します。ひとつずつ説明してくだ

さい。 
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